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発委第１号

長久手市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する

条例の一部を改正する条例について

長久手市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部

を改正する条例を別紙のとおり定めるものとする。

令和６年３月２１日提出

提 出 者

長久手市議会議会運営委員会委員長 山田けんたろう

説 明

この案を提出するのは、議員報酬月額の改定に関し、長久手市議会の議員の

議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正するため必要があ

るからである。

00730
写し
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別紙

長久手市条例第 号

長久手市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の

一部を改正する条例

長久手市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（昭和

５４年長久手町条例第１８号）の一部を次のように改正する。

【別記１】

改正後

改正後 改正前

別表（第３条、第７条関係）

【別記１ 参照】

備考 （略）

別表（第３条、第７条関係）

【別記１ 参照】

備考 （略）

区分 議員報酬月額 旅費

鉄道賃

及び船

賃

航空賃 車賃 日当

（１

日に

つき）

宿泊料

（１夜

につき）

食事

料（１

夜に

つき）甲

地

方

乙

地

方

議長 ４９万７，０００円 長久手市特別職の職員で常勤のものの給

与及び旅費に関する条例（昭和４１年長久

手町条例第３号）の規定による市長に支給

する旅費の額に相当する額

副議長 ４３万１，０００円

常任委員会

（予算決算

委員会を除

く。以下同

じ。）委員

３７万９，０００円
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改正前

長及び議会

運営委員会

の委員長

常任委員会

及び議会運

営委員会の

副委員長

３７万４，０００円

議員（議長、

副議長、常

任委員会及

び議会運営

委員会の委

員長並びに

副委員長を

除く。）

３６万９，０００円

区分 議員報酬月額 旅費

鉄道賃

及び船

賃

航空賃 車賃 日当

（１

日に

つき）

宿泊料

（１夜

につき）

食事

料（１

夜に

つき）甲

地

方

乙

地

方

議長 ４９万６，０００円 長久手市特別職の職員で常勤のものの給

与及び旅費に関する条例（昭和４１年長久

手町条例第３号）の規定による市長に支給

する旅費の額に相当する額

副議長 ４３万円

常任委員会

（予算決算

３７万８，０００円
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附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

委員会を除

く。以下同

じ。）委員

長及び議会

運営委員会

の委員長

常任委員会

及び議会運

営委員会の

副委員長

３７万３，０００円

議員（議長、

副議長、常

任委員会及

び議会運営

委員会の委

員長並びに

副委員長を

除く。）

３６万８，０００円



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和６年３月２１日(木)午前１０時開議

第１ 諸般の報告

議案の提出について

第２ 議案第４１号令和６年度長久手市一般会計補正予算（第１号）及び議案第

４２号長久手市税条例の一部を改正する条例について

（議案の上程、提案者の説明、議案に対する質疑、委員会付託）

第３ 議案第２号から議案第８号まで、議案第１０号から議案第２２号まで及び

議案第２４号から議案第４２号まで並びに請願第１号

（委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論採決）

第４ 発委第１号長久手市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関す

る条例の一部を改正する条例について

（議案の上程、提案者の説明、議案に対する質疑、討論採決）

令和６年第１回長久手市議会定例会議事日程（第６号）



総務くらし建設委員会 R6.3.21

議案番号 件　名

議案第 ４２ 号 長久手市税条例の一部を改正する条例について



予算決算委員会 R6.3.21

議案番号 件　名

議案第 ４１ 号 令和６年度長久手市一般会計補正予算（第１号）



意見書案第１号

厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書の提出につい

て

首題の事件について、別紙のとおり衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、

内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣に意見書を提出する。

令和６年 月 日提出

提 出 者

長久手市議会議員 山田けんたろう

賛 成 者

長久手市議会議員 大島令子

長久手市議会議員 田崎あきひさ

長久手市議会議員 なかじま和代

長久手市議会議員 ささせ順子

長久手市議会議員 野村弘

長久手市議会議員 わたなべさつ子

要 旨

国民の幅広い層からの政治参加や地方議会における人材確保の観点から、地

方議員においても厚生年金に加入できるようにするための法整備を早急に実現

するよう要望するため、関係機関に対し意見書を提出するものである。

（案）



別紙

厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書

地方分権及び地方創生の進展とともに、加速する人口減少社会への対応が、

我が国の将来にとって喫緊の政治課題となっている。地方公共団体の重要な

意思決定を行う地方議会は、多様化する民意の集約と地方行政への反映が期

待されており、その果たすべき役割と責任は重要性を増している。

このような状況の中、地方議会議員は、これまで以上に地方行政の広範か

つ専門的な諸課題について住民とのコミュニケーションを深めるとともに、

的確に執行機関の監視や政策提言等を行うことが求められている。このよう

な活動範囲の広がりに伴い、近年においては議員の専業化が進んでいる。

一方、今日では、就業者の９割を会社員等の被用者が占めており、地方議

会議員のなり手も会社員等からの転身者が期待されている。

地方議会議員が厚生年金に加入できるようになれば、会社員等が議員に転

身しても切れ目なく厚生年金の適用を受けることができ、家族の将来や老後

の生活を心配することなく議員に立候補し、議員活動を続けることができる

環境が整うことになる。多様で有為な人材の確保に大きく寄与すると考えら

れる。

よって、国民の幅広い層からの政治参加や地方議会における多様な人材確

保の観点から、厚生年金への地方議会議員の加入のための法整備を早急に実

現するよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和６年 月 日

愛知県長久手市議会

提出先

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣



内閣官房長官

総務大臣

財務大臣

厚生労働大臣



令和６年３月１５日

長久手市議会

議会運営委員長 山田けんたろう 様

長久手市議会

議会基本条例検証会議座長 なかじま和代

長久手市議会基本条例の検証結果報告書

議会運営委員会から付託された議会基本条例の検証について、条例の目的が達成されているか

どうかの視点から下記のとおり検証を行いましたので、結果を報告します。

１ 議会基本条例検証会議の体制

座 長 なかじま和代副議長

副 座 長 水野勝康議員

メンバー 木村さゆり議員、冨田えいじ議員、伊藤真規子議員、川合ともゆき議員、

おくだけんじ議員、わたなべさつ子議員

オブザーバー 岡崎つよし議長

２ 検証の手法

検証の進め方 「検証の進め方 2023-2024（資料１）」参照

１ 会派ごとに「議会基本条例の評価・検証シート」を用いて各条文及び解説に対する評価・

検証を行う。

２ 各会派の意見を参考にしながら、検証会議としての結果をまとめる。

・条例の改正要否 ・解説の改正要否 ・現状の課題と対応案

３ 会議開催の経過

開催日時 主な協議事項等

第１回検証会議

令和５年１２月２１日（木）

１０：５０～１０：５７

◎顔合わせ、副座長決定

◎今後のスケジュール

第２回検証会議

令和６年２月８日（木）

１０：００～１１：５８

◎各会派で行った評価・検証結果及び意見の共有

前文から第 13 条まで

資料

・検証の進め方 2023-2024

・議会基本条例の評価・検証シート



第３回検証会議

令和６年２月１５日（木）

１３：００～１４：５５

◎各会派で行った評価・検証結果及び意見の共有

第 14 条から第 22 条まで

資料

・議会基本条例の評価・検証シート

・議案審査の委員会ごとの分類（所管のアンバランス）

第４回検証会議

令和６年２月２２日（木）

１５：００～１６：５８

◎議会基本条例・解説文の改正案の検討

前文から第 14 条まで

資料

・条例改正案 新旧対照表

（各会派から出た全ての意見を反映したもの）

第５回検証会議

令和６年３月１日（金）

１３：００～１５：１２

◎議会基本条例・解説文の改正案の検討

第 15 条から第 22 条まで、不足する条文の提案シート

資料

・条例改正案 新旧対照表

（各会派から出た全ての意見を反映したもの）

・長久手市議会議員記章規定（案）

・第 12 条関係 委員会条例の改正案（委員外議員の規定）

・第 12 条関係 陳情対応の改善案

・第 12 条関係 委員会活動計画書式案

・第 12 条関係 所管事務調査の計画・報告書式案

第６回検証会議

令和６年３月１１日（月）

１０：００〜１１：５２

◎報告書のまとめ

資料

・条例改正案 新旧対照表

（検証会議で改正要と判断したもの）

・第 12 条関係 委員会条例の改正案（委員外議員の規定）

・第 12 条関係 陳情対応の改善案

・第 12 条関係 委員会活動計画書式案

・第 12 条関係 所管事務調査の計画・報告書式案

・第 13 条関係 議員間討議の促進に関する

申し合わせ事項改正案

・第 15 条関係 事務局人事（地方公務員法他）

・第 15 条関係 議会事務局処務規程

（東村山市議会議事係(10)(11)他）

・不足する規定 長久手市議会議員記章規定（案）

・不足する条文 補佐機関（専門的知見の活用）

（堺市議会基本条例第 14 条他）



４ 検証の結果

⑴ 各会派の評価・検証及び意見について

議会基本条例の評価・検証シート（資料２）のとおり

⑵ 条例及び解説の改正について

地方自治法改正に伴う必須事項を含め、「条例改正案 新旧対照表（資料３）」のとおり、提

案する。

⑶ 各条文の運用に対する意見等

検証会議内で運用の改正についての意見を列記する。

第７回検証会議

令和６年３月１４日（木）

１０：１０〜１１：２５

◎報告書案について

資料

・長久手市議会基本条例の検証結果報告書（案）

検証会議内の意見のまとめ （下線ありは合意部分）

前文

第１条

目的

第２条

議会の責務

第３条

議長の責務

・議長の公務の情報発信の強化が必要ではないか。

第４条

議決責任

・広報広聴協議会及び各部会の活動内容の改善・充実が必要ではな

いか。

第５条

議員の責務

第６条

会派

・急病等で所属委員会に出席できない場合、同一会派内の別議員を

委員外議員として出席できるようにしてはどうか。

→第 12 条

第７条

政務活動費

・適否を判断するための客観的なデータが必要。

第８条

市民参加及び

市民との連携

・請願陳情者の趣旨説明時間が短いとの意見があった。

・陳情の審査結果４分類は、「採択しない」を追加する提案もあった

が、現状どおりで良いとの意見が多数であった。同じ内容の（趣旨

の）陳情が何度も出てきた場合に備えることも含め、審査方法の検

討が必要である。



第９条

市長等との関係

第 10 条

資料の提出

・議決に必要な書類は提出を求めるが、取扱いに注意が必要なもの

などについて、資料を用意する市側と調整が必要。全員打合せ会の

資料も然り。

第 11 条

政策立案等

・議会（議員）からの政策立案等ができていない。

・個人の質問で良い提案があれば、委員会（議会）として取り上げ

る機会を作ってはどうか。

第 12 条

委員会の活動

・「２委員会の所管バランスが悪い。」令和６年度中に委員会条例を

改正し、令和７年度（委員２年任期の始め）からの所管変更ができ

るように進める。「生涯学習課」を教育福祉委員会にという声も上が

っており、組織改編の提案として、反映されるかどうかは分からな

いが執行部に働きかけていくのもよい。

・視察の在り方の検討を含め、政策サイクルが回る活動（目標、計

画、結果）が体系的に取り組めるようにシートを整える必要がある。

・テーマ設定やＰＤＣＡサイクルなど、他市の取り組みに影響を受

けず、柔軟な対応をすればよいのではないか。

・委員会活動計画書、所管事務調査計画書などの書式については、

「計画的に委員会活動を行うために必要」「委員長の負担が増える」

「書式に縛られることで臨機応変な対応が難しい」などの意見があ

った。

・委員会の視察報告は現状、委員長がまとめ視察後の定例会最終日

に議員向けに説明をし、議会広報紙に掲載しているが、新たにホー

ムページに公開することにし、書式を整えた。委員については今ま

で通り提出するが同書式で提出する。

→書式「視察報告書」（資料４）

・「委員外議員」の取り扱い規定の提案をすること自体は合意を得た

が、「条例に規定するのか、申合せ等に記すのがよいか、どのレベル

に定めるのが適切か。」「正当な理由の範囲はどこまでかなど、整理

するべきことはある。」など、規定内容については検討が必要。

→改正条文案「第 12 条関係 委員会条例の改正案（委員外議員の規

定）」（資料５）



第 13 条

議員間討議の促進

・議員間討議ができていない。

・現在は、討議に際して論点整理の時間が必要であるという観点か

ら、前日までに意向の表明が必要という申合せになっているが、議

員間討議の促進のため、必要に応じて当日にもできるようにする改

正の提案に対し、「今のままで良い」「委員長の準備ができないので

大変である」「カメラに映った状態で、論点に対し十分な議論ができ

るかわからない」「当日の意向表明でもできるようにすることは選択

肢が広がる」などの意見があった。

第 14 条

議員研修の充実強化

第 15 条

議会事務局の

体制整備

・議会事務局の現在の体制では通常事務で手一杯であり、政策形成

及び立案機能を望むことは難しい。職員数の増員は、事務室の広さ

もあるので現状無理である。

・議会事務局専属の市職員として、政策関係の専門知識を持った人

材の採用を求めることはできないか。

・議会事務局処務規程の事務分掌に、調査・法務機能などの記載が

ない。

・「事務局職員の人事にあたり、議長は市長と協議する」という規定

は追加しないが、事務局職員の採用、人事評価について、任命権者

である議長の権限・役割をしっかりと明記すべきとの意見もあった。

・本市の議会事務局処務規程に調査・法務機能などが入っていない

ので、他市議会を参考に規定を追加してはどうか。

第 16 条

議会図書室の設置

・現状では議会専用の図書室がなく、新庁舎建設の際にはスペース

が必要。

・図書の閲覧もオンライン化は止められないと思う。→システム更

新で閲覧できなくなる恐れも。また、専門的な図書はオンライン化

されていないものもある。

・拡充にしてもオンライン化にしても、まずは議員がもっと積極的

に議会図書室を活用する姿勢を見せないといけない。

・委員会審査の補助資料や全員打合せ会の資料を印刷して配架して

ほしい。

・中央図書館との連携を進め、一般質問で話題になる事柄などに対

し、レファレンスサービスを期待する。

第 17 条

議会広報の充実



５ まとめ

議会運営委員会においては、検証結果をもとに条例の見直し及び運用面の課題、提案に対し

議論されたい。特に議論が必要なものについて、下記に記載する。

⑴ 条例及び解説の改正。（改正案 新旧対照表（資料３））

⑵ 委員会運営における所管のバランス調整のため、条例改正も視野に入れ、市と調整の上、令

和６年 12 月議会までに方針を決定し、令和７年度からの運用ができるよう議論を進めること。

⑶ 委員会視察については、視察報告書を委員会で１つにまとめ、ホームページに公開すること。

⑷ 市側から提供を受ける資料の取扱いについて、市と調整を進めること。

⑸ 政治倫理条例第３条⑷「市から補助金を受けて運営している団体の代表及びそれに準ずる

ものの地位に就かないこと」の「準ずるもの」について明らかにすること。

⑹ 災害時に備え、議会の防災訓練を行うこと。

第 18 条

議員の政治倫理

・政治倫理条例第３条⑷「市から補助金を受けて運営している団体

の代表及びそれに準ずるものの地位に就かないこと」の「準ずるも

の」について明らかにしておく必要がある。

第 19 条

議員定数

・適否を判断するための客観的なデータが必要。

第 20 条

議員報酬

・適否を判断するための客観的なデータが必要。

第 21 条

災害時の対応

・災害時に想定される状況を検討した上で、全体的な訓練を行わな

ければならない。

第 22 条

見直し手続き

・「一般選挙を経た任期中に」と改正したので、見直し時期は任期３

年目程度がよいのではないか。

・いなべ市議会のように毎年検証を行った方がよいか議員研修で確

認したい。

提案シート ・議員記章については、本市以外で悪用の事例があったことから着

用、交付、譲渡の禁止、紛失、効力などについて規定を設けてはど

うかとの意見もあったが、これまで規程がなくても不具合はなかっ

たため不要との意見が多数であった。

・議会（議員）活動の相談機関として、学識経験のある方々による

補佐機関を設けることができるとよいと思う。補佐機関（専門的知

見の活用(地方自治法第 100 条の２に規定する専門的事項に係る調

査)）の予算確保のためにも条文の追加を検討してほしい。ただ、ど

のような機関を選び依頼するのがよいのか、判断が極めて難しいと

いう意見が多数であった。

・発言通告書は現状の持参、提出順であるが、提出方法を含め検討

して欲しい。



⑺ 客観的なデータが必要となる事項について、そのデータの取り方と見直しのサイクルを議

論すること。

⑻ 新庁舎建設においては、議会に関わるエリアの提案を市にするために、調査、研究を進める

こと。



議会基本条例の検証について(案）

令和６年１月５日(水)

ステップ１ 現状の把握(分析)

ア 条文（解説）ごとに、取組状況・実績、評価及びその理由、課題等を整理する。

→検証会議作成の「評価・検証シート」により整理する。

イ 会派ごとに、各条文にある理念や責務、具体の取り組み等を確認し、現状を評価する。

政策サイクルを回す仕組みを構築することを目的に、課題や問題点、今後の改善策について記載する。

あわせて、条文、解説についても加筆修正が必要なものを記載する。

※「評価・検証シート」は前文、第 1条～第 22 条、不足する条文の 24ページです。

会派ごとに色分けしました。OneDrive に格納したので、他の会派の状況を確認しながら

編集ができます。他会派の欄は編集しないでください。・・・1 月 18日(木)１７：００までに記入してください。

ステップ２ 課題案件の抽出

検証会議（５回程度予定）で意見を集約し、検証と評価をまとめる。

また、条例改正が必要なのか、取り組みの見直しが必要かについても協議する。

ステップ３ 検証結果のまとめ

答申をまとめ、議会運営委員会（3月 15 日(金)）へ報告する。

【検証の進め方（検証の視点）】

条例の目的が達成されているかを検証します。

□現状の取組評価 ※ 『地方議会成熟度評価モデルガイドブック』、
『地方議会における政策サイクルと評価モデル研究会報告書』を参考

・ 議会に期待される役割を踏まえ、社会変化に対応する理想的な姿が明示できているか？

・ 理想的な姿を実現するための活動（目標、計画性、体系的取り組み）になっているか？

・ 「議会の活動で暮らしが良くなった」と住民への説明が「見える化」しているか？

□条例の改正の要否

・ 「議会の公平性と透明性を確保し、積極的な情報の公開に努め、市民に開かれた議会とする」条文と

して適切か？

資料１



【評価】　　Ａ：適切に運用されている　　 Ｂ：概ね適切に運用されているが更なる取り組みが 必要　　Ｃ：適切に運用されておらず改善が必要 　　Ｄ：その他

【改正の要否】　　◎：条例・解説の改正が必要　　○条例の改正が必要　　△：解説の改正が必要　　－：改正が不必要

取組の評価 改正の要否

公明党 Ａ －

香流 Ａ △ 条文：議決機関→議事機関

みらい Ａ －

「第一の使命である」→「重要である」　
理由：議会の「使命」は何かという問題には、現在・将来の
議員の数だけ答え(言い回し含む）があり、もらさず列挙でき
ないため。ただ、前文に限らないが、特に現実的な争点とな
らない文言は、改正の必要は無いと思う。

ながくて B －

議案に重要な意思決定が必要な機会があれば都度代表者
会議を開くなどし、党派、会派にこだわることなく附帯決議
や要望書を提出するなど二元代表制の議会として取り組ん
でいる。
その通りと思うので引き続き地方議会としてその責任を全う
していく。ぎかいたいむの発行、議会の録画配信、ライブ配
信、傍聴の公開、サテライト傍聴、ＳＮＳの配信等現在可能
なあらゆる手段を考え駆使し、情報公開に努めている。議
会として積極的な情報公開を行っているつもりではあるが、
市民の意見、感想、評価は不明である。

議員間討議に関しては、しかるべき議案や事件
があれば行うべき。

無会派の会 B ○ 「第一の使命」が多い。 「～を使命とする」としてはどうか。

翼 Ｂ ○

議会の権能について、「意思決定機関」であるとしつつ、使
命を論じた部分では争点・論点を明らかにすることが第一
の使命であると述べているが、意思決定は議会の使命では
ないのか。また、議会の使命に序列をつける必要はないの
ではないか。

使命規程に相当する部分に「議決」も含めてはどうか。また
「第一の使命」は「使命」としてはどうか。

無所属

議会基本条例評価・検証シート

条文 会派名
現状に対して

評価の理由・問題点等 今後の課題・改善策等

　議会は、憲法に基づく地方自治制度の

下、市民の意思を市政に的確に反映させ

るため、二元代表制の一翼をなす重要な

意思決定機関としての議決責任を担って

いる。

　地方分権の推進により地方への権限移

譲が進み、議会が市民の代表機関として

果たすべき役割はますます重要となって

いる。

　議会は、持てる権能を駆使し、議員間

の自由闊(かっ)達な議論を通して、自治

体事務の立案、決定、執行、評価におけ

る論点、争点を市民に明らかにすること

が第一の使命である。議会は、公正性と

透明性を確保し、積極的な情報の公開に

努め、市民に開かれた議会とするため、

ここに長久手市議会基本条例を制定する。

前文

資料２



【評価】　　Ａ：適切に運用されている　　 Ｂ：概ね適切に運用されているが更なる取り組みが 必要　　Ｃ：適切に運用されておらず改善が必要 　　Ｄ：その他

【改正の要否】　　◎：条例・解説の改正が必要　　○条例の改正が必要　　△：解説の改正が必要　　－：改正が不必要

取組の評価 改正の要否

第1章

公明党 Ａ －

香流 Ａ △
文章の変更：この条例の制定は、「市民に開かれた議会
の実現」「市民福祉の向上と市勢の発展」に寄与すること
を目的とし、議会の基本的な在り方を規定しています。

みらい Ａ －

ながくて Ｂ －
（前文の評価理由）にならうものとする。
常に向上心をもって努めるものと考える。

無会派の会 A ー

翼 Ａ ○ 条文に則った活動が行われているものと考える。
一般的な目的条文では、法律・条令の最終的な目的の部
分は「もって～」と書かれるが、現行の条文は条例の最終
的な目的部分が曖昧に読める。

無所属 市勢→市政に

議会基本条例評価・検証シート

総則

条文 会派名
現状に対して

評価の理由・問題点等 今後の課題・改善策等

第１条 目的

　この条例は、市民の代表としての長久

手市議会（以下「議会」という。）の役

割、議会及び長久手市議会議員（以下

「議員」という。）の活動原則等に関す

る基本的事項を定めることにより、市民

に分かりやすく開かれた議会の実現と議

会活動の充実を図り、市民福祉の向上と

市勢の発展に寄与することを目的とする。



【評価】　　Ａ：適切に運用されている　　 Ｂ：概ね適切に運用されているが更なる取り組みが 必要　　Ｃ：適切に運用されておらず改善が必要 　　Ｄ：その他

【改正の要否】　　◎：条例・解説の改正が必要　　○条例の改正が必要　　△：解説の改正が必要　　－：改正が不必要

取組の評価 改正の要否

第2章

公明党 Ａ －

　議会は、行政運営について審議し、議

決機関としての責務を果たさなければな

らない。

香流 Ａ ◎ 条文：議決機関→議事機関。
解説に追加：会期中は議会活動が第一優先。

情報発信の強化。

２　議会は、議会活動に関する情報発信

　を行うものとする。

みらい Ａ ○ 条文：4項「更なる」→「必要に応じて」

３　議会は、市民の意思の反映に努める

　ものとする。

ながくて Ｂ －
発信側の議会では評価しにくいので
受け手の市民の評価を頂きたい。

４　議会は、常に向上心を持ち、更なる

　議会改革を推進するものとする。

無会派の会 A ○ 「市民の意思の反映」が抽象的である。
「市民の意思の多様性を理解し、意思決定に努めるもの
とする」としてはどうか。

翼 Ａ ○ 条文に則った活動が行われているものと考える。
審議する内容は行政運営に関することだけではない。「市
政について審議し」ではどうか。

無所属 B ○ 「市民の多様な意見を的確に把握し」を加える

議会基本条例評価・検証シート

議会の活動原則

メモ：地方自治法一部改正により「議事機関」としての議会の責務。

条文 会派名
現状に対して

評価の理由・問題点等 今後の課題・改善策等

第２条 議会の責務



【評価】　　Ａ：適切に運用されている　　 Ｂ：概ね適切に運用されているが更なる取り組みが 必要　　Ｃ：適切に運用されておらず改善が必要 　　Ｄ：その他

【改正の要否】　　◎：条例・解説の改正が必要　　○条例の改正が必要　　△：解説の改正が必要　　－：改正が不必要

取組の評価 改正の要否

第2章

公明党 Ａ －

香流 Ａ － 議長の情報発信を強化。

みらい Ａ －

　議長は、議会を代表し、公正で民主的

な議会運営に努めなければならない。
ながくて Ａ －

歴代の議長は、議長として
議会を代表し、公正で民主的な議会運営に努め
ていると思う。

無会派の会 A ー

翼 Ａ － 条文に則った活動が行われていると考える。

無所属 A

議会基本条例評価・検証シート

議会の活動原則

メモ：対外的には議会を代表し、議会内部においては公正で円滑な議会運営に努めることを定めています。

条文 会派名
現状に対して

評価の理由・問題点等 今後の課題・改善策等

第３条 議長の責務



【評価】　　Ａ：適切に運用されている　　 Ｂ：概ね適切に運用されているが更なる取り組みが 必要　　Ｃ：適切に運用されておらず改善が必要 　　Ｄ：その他

【改正の要否】　　◎：条例・解説の改正が必要　　○条例の改正が必要　　△：解説の改正が必要　　－：改正が不必要

取組の評価 改正の要否

第2章

公明党 Ａ －

香流 Ａ △
執行部から提案される政策については、その効果、提案
に至る過程における市民参加の有無と内容、総合計画と
の整合性、財政措置及び将来にわたるコスト計算など議
会審議の論点に係る情報を収集し、明らかにする。

みらい Ａ －

ながくて Ｂ －
広報広聴協議会及び各部会の内容をさらに
改善、充実を図り、市民に対し説明する責務を
果たす場を設ける必要がある。

無会派の会 A ー

翼 Ａ － 条文に則った活動が行われているものと考える。

無所属 A

メモ：政策等の提案に至った経緯、理由及び期待される効果、市民参加の有無と内容、総合計画との整合性、将来にわたる財源状況の情報を収集し、議論する。

議会基本条例評価・検証シート

議会の活動原則

条文 会派名
現状に対して

評価の理由・問題点等 今後の課題・改善策等

　議会は、市の意思決定機関として議決

責任を深く認識し、その結果について市

民に対し説明する責務を有するものとす

る。

第4条 議決責任



【評価】　　Ａ：適切に運用されている　　 Ｂ：概ね適切に運用されているが更なる取り組みが 必要　　Ｃ：適切に運用されておらず改善が必要 　　Ｄ：その他

【改正の要否】　　◎：条例・解説の改正が必要　　○条例の改正が必要　　△：解説の改正が必要　　－：改正が不必要

取組の評価 改正の要否

第3章

公明党 Ａ －

香流 Ａ －

みらい Ａ －

２　議員は、一部の地域又は団体ではな

　く、市民全体への奉仕者として活動す

　るものとする。

ながくて Ｂ －

議員の個人差があることは否めない。常に向上心をもって
努めるものと考える。地域、校区を代表して選出されてい
る自負がありそのために努力されている議員もおられる。
全員が市民全体への奉仕者である自覚も必要。
議員の個人差があることは否めない。
常に向上心をもって努めるものと考える。

無会派の会 B ー

翼 Ａ － 条文の目的に沿った活動が行われているものと考える。

無所属 A

議会基本条例評価・検証シート

議員の活動原則

メモ：令和３年６月からグループウェア利用開始、令和４年２月から１人１台タブレット端末を貸与。

条文 会派名
現状に対して

評価の理由・問題点等 今後の課題・改善策等

　議員は、議会が言論の府であること及

び合議制機関であることを十分認識し、

積極的な発言、議論等を行うものとする。

３　議員は、市政について、市民の意見

　を把握するとともに、的確な判断をす

　るため、自己の資質向上に努めるもの

　とする。

第5条 議員の責務



【評価】　　Ａ：適切に運用されている　　 Ｂ：概ね適切に運用されているが更なる取り組みが 必要　　Ｃ：適切に運用されておらず改善が必要 　　Ｄ：その他

【改正の要否】　　◎：条例・解説の改正が必要　　○条例の改正が必要　　△：解説の改正が必要　　－：改正が不必要

取組の評価 改正の要否

第3章

公明党 Ａ －

香流 Ａ △

委員の数は、各会派の所属議員に概ね比例して選出する
ものとする。会派控室は会派ごとに指定する。会派代表者
会議は、議長が会派相互の連絡調整を図る必要がある場
合に開催する。代表質問は年1回（第1回定例会）行うことが
でき、関連質問は同一会派の議員に限り１人につき５分で
きる。

みらい Ａ －

　会派は、政策を中心とした同一の理念

を共有する議員で結成し、活動するもの

とする。

ながくて Ｂ －

現状の会派結成においては
政策を中心とした同一の理念を共有する議員で
結成し、活動するものとする。には疑義が残る。

無会派の会 B ー 実際に政策を中心とした同一理念を共有する議員で結成
しているかは疑問である。

翼 Ａ － 急病等で所属委員会に出席できない場合、同一会派内で
委員を差し替えられる仕組みは作れないか。

無所属 A

議会基本条例評価・検証シート

議員の活動原則

メモ：主義主張を同じくする２人以上の議員により会派を結成することができ、会派室が使用できる。

条文 会派名
現状に対して

評価の理由・問題点等 今後の課題・改善策等

第6条 会派



【評価】　　Ａ：適切に運用されている　　 Ｂ：概ね適切に運用されているが更なる取り組みが 必要　　Ｃ：適切に運用されておらず改善が必要 　　Ｄ：その他

【改正の要否】　　◎：条例・解説の改正が必要　　○条例の改正が必要　　△：解説の改正が必要　　－：改正が不必要

取組の評価 改正の要否

第3章

公明党 Ａ －

香流 Ａ － 議員活動に対する保険の検討。

みらい Ａ －

ながくて Ａ － できていると考える。

無会派の会 B ー 使途や増額への議論が必要である。

翼 Ａ － 支出されている政務活動費については適切と考えられる。
「申請されない」「使われない」問題はあるが、これは個々
の議員の判断であるため、そこに本条例が踏み込むのは
困難であろう。

無所属 A

議会基本条例評価・検証シート

議員の活動原則

メモ：年額１２万円、交付、収支報告書の作成について申し合わせに定めている。Web新聞を可とするなど必要に応じ改正。

条文 会派名
現状に対して

評価の理由・問題点等 今後の課題・改善策等

　議員は、長久手市議会政務活動費の交

付に関する条例（平成１３年長久手町条

例第８号）の規定により交付を受けた政

務活動費について、その適正な執行に努

め、市民に対して使途を公開し、その使

途について説明責任を担うものとする。

第7条 政務活動費



【評価】　　Ａ：適切に運用されている　　 Ｂ：概ね適切に運用されているが更なる取り組みが 必要　　Ｃ：適切に運用されておらず改善が必要 　　Ｄ：その他

【改正の要否】　　◎：条例・解説の改正が必要　　○条例の改正が必要　　△：解説の改正が必要　　－：改正が不必要

取組の評価 改正の要否

第４章

公明党 Ａ ○ 4項　議会報告会及び意見交換会を開催する

香流 Ｂ ◎
広報と公聴の言葉がない。
８条の４：議会は、市民と議員とが自由に意見及び情報を
交換するため、また、市民の課題に関する市民の様々な
意見を把握する。（公聴）　

陳情の取り扱い４分類の見直し。請願者、陳情者へ敬意
を払った対応をする。運用面で、計画的な議員派遣（議会
会期中）を行う。市民アンケートの位置付けを概要に明記

２　議会は、本会議、委員会及び協議又

　は調整を行うための場を原則として市

　民に公開するものとする。

みらい Ａ ○ 4項　「交換する機会を定期的に設ける」

ながくて Ｂ ◎ 3項の提案者の説明時間を再考する必要がある。
市民と議員とが自由に意見及び情報を交換するため
であるならば、報告会は改め、現在行っている
ような意見交換会、広聴の場で会ってよいのではないか。

無会派の会 A ○
1項の規定が読みにくいのではないか。
・｢情報｣という言葉を使いすぎている。
・｢積極的に～｣と｢推進する｣をまとめるどちらかにする。
・｢十分果たす｣を｢果たす｣にする。

議会は、市民に対し積極的に情報を発信し、共有すると
ともに、その情報について説明責任を果たすよう努めな
ければならない。

翼 Ａ －

無所属 B △
4：市民とは納税者市民のことかどうか明確にすべきと考
える。
４：言葉足らずのところがあるのではないか。

４：「議会の活動に関する情報を公表して」を加える

議会基本条例評価・検証シート

市民と議会の関係

メモ：前回の検証結果から、広報広聴協議会が設置され広報部会・広聴部会がそれぞれの所管で市民に情報発信(ぎかいたいむ、ホームページ、Facebook）、意見交換ができるようになった。

条文 会派名
現状に対して

評価の理由・問題点等 今後の課題・改善策等

　議会は、市民に対し積極的にその有す

る情報を発信し、情報の共有を推進する

とともに、その情報について説明責任を

十分果たすよう努めなければならない。

３　議会は、請願及び陳情を市民の政策

　提案と位置付け、その審議及び調査に

　当たっては、提案者が説明及び意見を

　述べる機会を保障するものとする。

４　議会は、議会活動を市民に伝え、市

　民と議員とが自由に意見及び情報を交

　換するための報告会を定期的に開催す

　るものとする。

第8条
市民参加
及び市民
との連携



【評価】　　Ａ：適切に運用されている　　 Ｂ：概ね適切に運用されているが更なる取り組みが 必要　　Ｃ：適切に運用されておらず改善が必要 　　Ｄ：その他

【改正の要否】　　◎：条例・解説の改正が必要　　○条例の改正が必要　　△：解説の改正が必要　　－：改正が不必要

取組の評価 改正の要否

第5章

公明党 Ａ －

香流 Ａ ー 発言通告書の提出方法、通告順

みらい Ａ －

ながくて Ｂ －

議員の個人差があることは否めないが、議員出自の市長
となり馴れ合いは否めない。また議会の議員の顔ぶれも
変わり、議会の雰囲気が変わった。期数の多い議員、年長
議員が先頭に
立って緊張関係を維持する必要がある。持論を述べ質問
に移らない議員、長久手市政上の論点ではない質問を行
う議員、
一問一答方式ではない質問もあり現在は判断が議長の采
配に委ねられている。反問がない質問を行うことが重要と
考える。

無会派の会 B ー 実際には反問権が行使されていない。

翼 Ａ －

反問権については、現行のあくまで質問の範囲内で行使さ
れるもののほか、広く認める考え方もある。ただし、反問権
を広く認めてしまうと、行政機関と議員の情報・専門性の差
から考えて、行政機関側が議員の質問を封じ込める手段
として悪用される可能性があるため、反問権の範囲を限定
する現行条文のままでよいのではないか。

無所属 B ー ⑵：反問する事ができる 「確認する機会を与える」に改善する

議会基本条例評価・検証シート

議会と行政との関係

メモ：反問(≒反問権)について、市長等が議員に対して質問の趣旨を確認するための発言をすることができることを規定。過去に１回のみ運用実績。

条文 会派名
現状に対して

評価の理由・問題点等 今後の課題・改善策等

　議会は二元代表制の下、市長その他の

執行機関（以下「市長等」という。）と

の対等な関係を構築し、次に掲げるとこ

ろにより、緊張関係の保持に努めなけれ

ばならない。

⑴　本会議における一般質問は、広く市

　政上の論点及び争点を明確にするため、

　一問一答方式で行うものとする。

⑵　本会議及び委員会へ出席した市長等

　は、議長又は委員長の許可を得て、議

　員の質問に対して反問することができ

　る。

第9条 市長等と
の関係



【評価】　　Ａ：適切に運用されている　　 Ｂ：概ね適切に運用されているが更なる取り組みが 必要　　Ｃ：適切に運用されておらず改善が必要 　　Ｄ：その他

【改正の要否】　　◎：条例・解説の改正が必要　　○条例の改正が必要　　△：解説の改正が必要　　－：改正が不必要

取組の評価 改正の要否

第5章

公明党 Ａ －

香流 Ａ －

議決に必要な書類は提出を求めるが、この資料が市民に
公開できないものを含む場合がある場合、秘密保持など
を規定する必要がある。資料の請求手順などの申し合わ
せを整える。　全員打合会の資料についてもマル秘の場
合にはそのことを記載（○日までマル秘など）

みらい Ａ －

　議会は、議案審議等に当たり市長等に

対し必要に応じて資料の提出を求めるこ

とができる。

ながくて Ｂ －

資料の提出期日について
自身が常任委員会の委員長時に、議会側と
市執行部側の予定をすり合わせて
決めているが、口上のみの申し合わせになっている
申し合わせに記載までは求めないが、なんらかの
形で、引き継ぎすべきものと考える。

無会派の会 A ー

翼 Ａ － 資料請求の期限については、もう少し柔軟な運用ができな
いか。

無所属 A

議会基本条例評価・検証シート

議会と行政との関係

条文 会派名
現状に対して

評価の理由・問題点等 今後の課題・改善策等

第10条 資料の提出



【評価】　　Ａ：適切に運用されている　　 Ｂ：概ね適切に運用されているが更なる取り組みが 必要　　Ｃ：適切に運用されておらず改善が必要 　　Ｄ：その他

【改正の要否】　　◎：条例・解説の改正が必要　　○条例の改正が必要　　△：解説の改正が必要　　－：改正が不必要

取組の評価 改正の要否

第5章

公明党 Ａ －

香流 Ａ △
議会は市民の多様な意見を把握し、積極的に政策立案に
取り組むとともに、議会自らも条例の提案などを行なって
いくことを規定している。　

個人の一般質問の良い提案について、議会の会期最後に
ピックアップしておき、テーマの種とする。　

みらい Ａ －

　議会は、市民福祉の向上のため、積極

的な政策立案及び政策提言に努めるもの

とする。

ながくて Ｃ － 議会として政策立案等はできていない。

無会派の会 A ー

翼 Ｂ －
一般質問や行政機関との日常的なやり取りの中では様々
な提案がなされており、具体的施策につながったものも多
い。ただし、議員からの条例提案の活性化については今
後の課題である。

無所属 A

議会基本条例評価・検証シート

議会と行政との関係

メモ：多様な意見を把握し、積極的に議会、委員会、議員からの政策立案、条例の提案に努める。

条文 会派名
現状に対して

評価の理由・問題点等 今後の課題・改善策等

第11条 政策立案等



【評価】　　Ａ：適切に運用されている　　 Ｂ：概ね適切に運用されているが更なる取り組みが 必要　　Ｃ：適切に運用されておらず改善が必要 　　Ｄ：その他

【改正の要否】　　◎：条例・解説の改正が必要　　○条例の改正が必要　　△：解説の改正が必要　　－：改正が不必要

取組の評価 改正の要否

第6章

公明党 Ａ －

香流 Ｂ －

視察の在り方の検討。政策サイクルが回る活動（目標、計
画、結果）が体系的に取り組めるようにシートを整える。視
察報告を含めホームページにアップする。視察に同行する
市職員。

みらい Ａ －

ながくて Ｂ －

過去には、委員長、副委員長が多く質問を行う時期も
あったが、近年では、公平かつ公正な委員会運営に努め
ていると考える。

２　委員長及び副委員長は、公平かつ公

　正な委員会運営に努めなければならな

　い。

無会派の会 B ー

翼 Ｂ －

委員会の活動目的については適合しているものと考えられ
るが、委員会の所管事項の範囲については見直しも必要で
はないか。委員会の任期は２年だが、顔ぶれを多少変える
ような運用はあつてもよいのではないか。

無所属 A

議会基本条例評価・検証シート

委員会の活動

メモ：常任委員会（総務くらし建設委員会・教育福祉委員会・予算決算委員会）、議会運営委員会（議長の諮問機関）、特別委員会。
　　　２年任期に改正したことにより議会独自の視点で、所管事務調査等を通じ、政策提案・条例制定が活発に行えるように、また、執行機関に対する監視機能の発揮が実現することで
　　　政策サイクルがまわる仕組みが理想。子ども条例を研究してきたが提案に至っていない。

条文 会派名
現状に対して

評価の理由・問題点等 今後の課題・改善策等

　委員会は、議案等の審議及びその所管

に属する事務の調査の充実を図ることに

より、その設置目的が十分に発揮される

よう活動を行うものとする。

第12条
委員会の

活動



【評価】　　Ａ：適切に運用されている　　 Ｂ：概ね適切に運用されているが更なる取り組みが 必要　　Ｃ：適切に運用されておらず改善が必要 　　Ｄ：その他

【改正の要否】　　◎：条例・解説の改正が必要　　○条例の改正が必要　　△：解説の改正が必要　　－：改正が不必要

取組の評価 改正の要否

第7章

公明党 Ｂ －

香流 Ｃ －
申し合わせで、前日までの申し出となっていたものを変更
する。採決の前に、議員間討議を行う人がいないかを問う
ように議事次第を整える。　

みらい Ｂ －

ながくて Ｂ －

1項についてはできていないと考える。2項についてはでき
ていると考える。

無会派の会 C ○
議員間討議を行うための進行がされていない。
会派が結論を決めており、討議により結論を変えられる
環境になっていないのではないか。

「十分な」「十分に」を削除する。

翼 Ｃ ◎ 議員間討議がほとんど行われていない。

議会において「討論」は既に賛否を決したものについて意
見を述べることであるため、「自由討議」など文言も含めて
見直す必要があるのではないか。また、第２項で尽くすべき
は「議論」であると考えるので「「討論」の文言を外すべき。

無所属 A

議会基本条例評価・検証シート

議員間討議の促進

メモ：議員間討議の提案者は、「委員会開催の前日までに提案の内容（課題・論点）」を委員長に表明すること、委員個人を非難するような発言は行わないなど留意事項を決めている。
　　　実績１回。効果的な運用により、論点の明確化や合意形成が実現することが理想。

条文 会派名
現状に対して

評価の理由・問題点等 今後の課題・改善策等

　議会は、議員による討論の場であるこ

とを認識し、議員相互間の討議を中心と

した運営に努めるものとする。

２　議会は、本会議及び委員会において

　議員提出、委員会提出及び市長提出の

　議案並びに市民提案に関して審議し、

　結論を出す場合、議員相互間において

　十分な討論及び議論を尽くして合意形

　成に努めるとともに、その経過及び結

　果について市民への説明責任を十分に

　果たさなければならない。

第13条

議員間討議
の促進



【評価】　　Ａ：適切に運用されている　　 Ｂ：概ね適切に運用されているが更なる取り組みが 必要　　Ｃ：適切に運用されておらず改善が必要 　　Ｄ：その他

【改正の要否】　　◎：条例・解説の改正が必要　　○条例の改正が必要　　△：解説の改正が必要　　－：改正が不必要

取組の評価 改正の要否

第8章

公明党 Ａ －

香流 Ｂ △
・・・。議員間でこの条例の理念を共有するための研修を議
長の責任のもとで行います。また、本市議会主催の研修会
を年1回以上・・・　

みらい Ａ －

ながくて Ｂ － できているが、機会が乏しいと考える。

無会派の会 A ー

翼 Ａ －

無所属 B 研修予算又はやり方の改善が必要か

議会基本条例評価・検証シート

議会及び議会事務局の体制整備

条文 会派名
現状に対して

評価の理由・問題点等 今後の課題・改善策等

　議会は、この条例の理念を議員間で共

有するため、一般選挙を経た任期開始
後、

速やかにこの条例に関する研修を行わな

ければならない。

２　議会は、議員の資質及び政策形成能

　力の向上を図るため、積極的に議員の

　研修を実施するものとする。

第14条
議員研修の
充実強化



【評価】　　Ａ：適切に運用されている　　 Ｂ：概ね適切に運用されているが更なる取り組みが 必要　　Ｃ：適切に運用されておらず改善が必要 　　Ｄ：その他

【改正の要否】　　◎：条例・解説の改正が必要　　○条例の改正が必要　　△：解説の改正が必要　　－：改正が不必要

取組の評価 改正の要否

第8章

公明党 Ａ －

香流 Ａ －

みらい Ａ －

ながくて B ー

議会や正副議長、委員長及び議員の事務補佐を
満遍なく頂いているが、事務局の人員数や第11条
の議員の政策立案とも関連するが、
政策形成及び立案機能を高めるため、
議会事務局の調査・法務機能は、使用されていない
と考える。

無会派の会 B ー 議会の権能として可能なのか。

翼 Ｃ －

現在の事務局職員の体制では議会の日常的な運営業務を

行うだけで手一杯。増員することができるであれば、配転は
あるとしても、もっぱら議会事務局員に充てることを考慮し
て、政策関係の専門知識を持った者(例えば公共政策の学
位取得者、政策秘書資格取得者など)を市の職員として採
用することを求めることはできないか。

無所属 A

議会基本条例評価・検証シート

議会及び議会事務局の体制整備

メモ：地方自治法第138条のとおり、議長が事務局長他を任免する。政策立案、提言などを支援するため専門的知識、経験を有する者の配置を市長に求めることができる。
　　「長久手市議会事務局処務規程」に担当する仕事（事務分掌）、事務局長の専決事項などを定めている。

条文 会派名
現状に対して

評価の理由・問題点等 今後の課題・改善策等

　議会は、議会及び議員の政策形成及び

立案機能を高めるため、議会事務局の調

査・法務機能の充実強化を図るよう努め

るものとする。

第15条 議会事務局
の体制整備



【評価】　　Ａ：適切に運用されている　　 Ｂ：概ね適切に運用されているが更なる取り組みが 必要　　Ｃ：適切に運用されておらず改善が必要 　　Ｄ：その他

【改正の要否】　　◎：条例・解説の改正が必要　　○条例の改正が必要　　△：解説の改正が必要　　－：改正が不必要

取組の評価 改正の要否

第8章

公明党 Ｂ － 新庁舎建設の際には、議会専用の図書室の要望する。

香流 Ｂ －
新庁舎建設の際には、スペースが必要。新聞の収納方法。
市の図書館と連携し、選書・貸し出し体制の構築。ネット図
書・新聞の検討。

みらい Ｂ －

　議会は、議員の調査研究に資するため

議会図書室を設置し、図書の充実に努め

るものとする。

ながくて Ｂ － 議員側の積極的利用を推進する必要がある。

無会派の会 B ー 書籍や図書室自体にこだわるのではなく、オンラインで
情報が得られるようにシフトしていく必要がある。

翼 Ｂ － できる範囲内で対応はされていると思われる。

無所属 A

議会基本条例評価・検証シート

議会及び議会事務局の体制整備

メモ：議員控室及び委員会室に議会図書室の機能をもたせ、単独の図書室はない。利用は土・日曜日、祝日及び年末年始を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで、一般の利用は
　　　想定していない。

条文 会派名
現状に対して

評価の理由・問題点等 今後の課題・改善策等

第16条 議会図書室
の設置



【評価】　　Ａ：適切に運用されている　　 Ｂ：概ね適切に運用されているが更なる取り組みが 必要　　Ｃ：適切に運用されておらず改善が必要 　　Ｄ：その他

【改正の要否】　　◎：条例・解説の改正が必要　　○条例の改正が必要　　△：解説の改正が必要　　－：改正が不必要

取組の評価 改正の要否

第8章

公明党 Ａ －

香流 Ａ ○ 条文：議会だより→ぎかいたいむ。
情報技術の発達を踏まえ積極的な発信にチャレンジする。
YouTubeの検討。

みらい Ａ －

ながくて Ｂ ○
2項について、このような場合、スピード感が必要であるが
個人ではＳＮＳで発信を行えるが、
議会としてはほぼ手段がない状況と考える。

無会派の会 B ー

翼 Ａ ○ 議会議事録も公表されており、より詳細な経緯を知ることが
できるものであるため、議事録の存在も加えてはどうか。

無所属 B ⑴⑵「積極的に」とした方がよいのではないか
⑶「積極的関心と理解を持てるよう」を加筆できないか

議会基本条例評価・検証シート

議会及び議会事務局の体制整備

メモ：Facebookを平成27年に開設し運用、一般質問の録画配信は令和３年６月からスマートフォン対応、本会議、委員会のインターネットライブ中継、本会議全日程の録画配信は
　　　令和５年３月定例会より実施している。令和４年度に委員会の録画配信をYouTubeでできないか検討したが、更なる検討が必要と先送り。

条文 会派名
現状に対して

評価の理由・問題点等 今後の課題・改善策等

　議会は、議案の審議経過及び表決結果

を市民に対して議会だよりで公表するも

のとする。

２　議会は、市政に係る重要な情報を得

　た場合は、必要に応じて市民に公表す

　るものとする。

３　議会は、情報技術の発達を踏まえた

　多様な広報手段を活用することによ
り、

　多くの市民が議会と市政に関心を持て

　るよう議会広報活動に努めるものとす

　る。

第17条 議会広報の
充実



【評価】　　Ａ：適切に運用されている　　 Ｂ：概ね適切に運用されているが更なる取り組みが 必要　　Ｃ：適切に運用されておらず改善が必要 　　Ｄ：その他

【改正の要否】　　◎：条例・解説の改正が必要　　○条例の改正が必要　　△：解説の改正が必要　　－：改正が不必要

取組の評価 改正の要否

第9章

公明党 Ｂ －
条例の改正ではないが、政治倫理条例の第3条の（４）市
から補助金を受けて運営している団体の代表及びそれに
準ずるものの地位に就かないこと。について各々の解釈
が曖昧になっていると思い協議する必要がある。

香流 Ａ －

みらい Ａ －

ながくて B －
議員の個人差があることは否めないが、
引き続き議会、議員が自覚をもち襟を正して
活動していくものと考える。

無会派の会 B ー

翼 Ａ －

無所属 A

議会基本条例評価・検証シート

議員の政治倫理、定数及び議員報酬

条文 会派名
現状に対して

評価の理由・問題点等 今後の課題・改善策等

se

２　議員は、長久手市議会議員政治倫理

　条例（平成２２年長久手町条例第８号）

　を規範とし、遵守しなければならない。

第18条
議員の

政治倫理



【評価】　　Ａ：適切に運用されている　　 Ｂ：概ね適切に運用されているが更なる取り組みが 必要　　Ｃ：適切に運用されておらず改善が必要 　　Ｄ：その他

【改正の要否】　　◎：条例・解説の改正が必要　　○条例の改正が必要　　△：解説の改正が必要　　－：改正が不必要

取組の評価 改正の要否

第9章

公明党 Ａ －

香流 Ａ － 現在１８名定員に１６名。定期的に１９条２の情報を収集し、
議論が必要。　

みらい Ａ －

ながくて Ａ －

現在の議員定数は、適切であると考える。
2項について、条例にしてはあいまいな部分もあるのではな
いかと感じる。

無会派の会 C ー 現在の議員定数が適切かどうかを市民が判断するための
客観的なデータがない。

市民または学識経験を有する者からの検討を早期に実施
すること。

翼 Ａ －

無所属 B ○ 「多様な市民の意見を十分に反映できるよう」を加筆願いた
い

議会基本条例評価・検証シート

議員の政治倫理、定数及び議員報酬

メモ：議員定数は昭和６０年まで２２人、昭和６２年から平成２４年まで２０人、平成２７年から１８人。議員のなり手不足の解消に向け、会議規則を改正し、欠席事由として、
　　　公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助を明記し、出産前後の欠席期間を追加、表決方法に挙手等を追加した。

条文 会派名
現状に対して

評価の理由・問題点等 今後の課題・改善策等

　議員定数は、効率的かつ能率的な議会

運営の視点からだけでなく、市民の代表

である議会が、市民の意思を市政へ十分

に反映させることが可能となるように定

められなければならない。

２　議会又は議員が議員定数を改正しよ

　うとする場合は、人口、面積、財政力

　及び市の事業課題並びに類似団体にお

　ける議員定数との比較、市民又は学識

　経験を有する者からの意見等により検

　討を行い、客観的な判断に基づき提案

　しなければならない。

第19条 議員定数



【評価】　　Ａ：適切に運用されている　　 Ｂ：概ね適切に運用されているが更なる取り組みが 必要　　Ｃ：適切に運用されておらず改善が必要 　　Ｄ：その他

【改正の要否】　　◎：条例・解説の改正が必要　　○条例の改正が必要　　△：解説の改正が必要　　－：改正が不必要

取組の評価 改正の要否

第9章

公明党 Ａ －

香流 Ａ △ 解説の訂正：議員の議員報酬に係る長久手市特別職報酬
等審議会についての申合せにあわせる。

みらい Ａ －

ながくて Ａ － 異議なし

無会派の会 B ー

翼 Ａ －

無所属 A

議会基本条例評価・検証シート

議員の政治倫理、定数及び議員報酬

メモ：長久手市議会議員の議員報酬に係る長久手市特別職報酬等審議会についての申合せに審議会の答申を尊重することなどを決めている。

条文 会派名
現状に対して

評価の理由・問題点等 今後の課題・改善策等

　議員報酬は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）の趣旨を踏まえ、議員活

動に専念できる制度的な保障、公選とし

ての職務や責任等を考慮し、別に条例で

定める。

２　議会は、議員報酬の改正に当たって

　は、社会経済情勢及び市の財政状況並

　びに類似団体における議員報酬との比

　較、市民及び学識経験を有する者から

　の意見等により検討を行い、客観的な

　判断に基づき提案しなければならない。

第20条 議員報酬



【評価】　　Ａ：適切に運用されている　　 Ｂ：概ね適切に運用されているが更なる取り組みが 必要　　Ｃ：適切に運用されておらず改善が必要 　　Ｄ：その他

【改正の要否】　　◎：条例・解説の改正が必要　　○条例の改正が必要　　△：解説の改正が必要　　－：改正が不必要

取組の評価 改正の要否

第10章

公明党 Ａ － 議会防災訓練の実施について検討していく。

香流 Ａ － 現在行っている安否訓練に加え、全体訓練を行う。　

みらい Ａ －

ながくて Ｂ －
 議員だからと出すぎず災害対応の妨げにならぬよう

本当に必要な対応と必要な行動を望む。個人的な市民、家

 族、地域への災害協力は行うべきと考える。

無会派の会 B ー

翼 Ａ ○

重要なのは緊急事態下においても議会の機能を維持する
ことではないか。形式的な議会の存続ではない。とすれば、
「議会としての体制の整備」よりも「議会としての機能の保
持」を目的とすべきではないか。

無所属 A

議会基本条例評価・検証シート

災害時の対応

メモ：申合せとして、平成２８年５月に災害時対応マニュアルを策定、令和２年１０月に感染症に関する規定を追加。
　　　令和４年４月、委員会に関する条例に出席の特例（第１２条の２）を追加し、重大な感染症のまん延又は地震、台風その他の大規模な災害の発生等により、議員が参集困難な場合に
　　　オンラインで委員会に出席できる規定にした。

条文 会派名
現状に対して

評価の理由・問題点等 今後の課題・改善策等

　議会は、大規模災害等の緊急事態が発

生したときは、市民の生命、身体及び財

産に関する安全及び安心を確保するた
め、

市長等と協力し、議会としての体制の整

備を図るように努めるものとする。

第21条

災害時の
対応



【評価】　　Ａ：適切に運用されている　　 Ｂ：概ね適切に運用されているが更なる取り組みが 必要　　Ｃ：適切に運用されておらず改善が必要 　　Ｄ：その他

【改正の要否】　　◎：条例・解説の改正が必要　　○条例の改正が必要　　△：解説の改正が必要　　－：改正が不必要

取組の評価 改正の要否

第11章

公明党 Ａ －

香流 Ａ －

みらい Ａ －

ながくて Ｂ －
「一般選挙を経た任期中に」と改正したので
見なおし手続きは任期3年目程度が良いのでは
ないか。

無会派の会 B ー

翼 Ａ －

無所属 B ぎちぎちにせず
「検討を加えその結果に基づき所要の処置を」を加えては
どうか

議会基本条例評価・検証シート

見直し手続

メモ：令和３年「一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかに」という文言を「一般選挙を経た任期中に」と改正。

条文 会派名
現状に対して

評価の理由・問題点等 今後の課題・改善策等

　議会は、一般選挙を経た任期中に、こ

の条例の目的が達成されているかどうか

を議会運営委員会において検討するもの

とする。

２　議会は、前項の規定による検討の結

　果、議会関係条例等の改正が必要と認

　められる場合は、適切な措置を講ずる

　ものとする。

第22条 見直し手続



○提案シート

 　現在の長久手市議会基本条例について、不足していると考える内容があれば、下記に記入してください。

公明党

香流
（議会公聴の充実）（厚生年金への加入）（みんなでつくるまち条例）（議場の国旗）（貸
与されているバッジ議員徽章、メールアドレス）（発言通告書の通告方法、通告順）

みらい

ながくて

第１５条の２を追加

（議会事務局の体制整備）
第１５条　１ 議会は、議会及び議員の政策形成及び立案機能を高めるため、議会
　　　　　　　事務局の調査・法務機能の充実強化を図るよう努めるものとする。

　　　　　　２　議長は、議会事務局の職員人事に関し、その任免権を行使するもの
　　　　　　　とする。この場合において、市長等は、議会事務局の職員人事に関して、
　　　　　　　あらかじめ議長と協議しなければならない。

無会派の会

翼
委員会において委員が病欠等で出席できない場合、会派間での調整等に支障を来す
おそれがある。委員の差し替えを行うことのできるようにしてはどうか。

手続上は委員会条例の改正で行うべき事項であるが、議会基本条例においても委員会・会派の条文内で、実
質的な審議確保のための措置として盛り込む余地はあるのでは。

無所属

会派名 不足する条文（現状の問題点等） 追加する条文の内容
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議会基本条例新旧対照表

現条文 改正案

議会は、憲法に基づく地方自治制度の下、市民の意思を市政

に的確に反映させるため、二元代表制の一翼をなす重要な

意思決定機関としての議決責任を担っている。

地方分権の推進により地方への権限移譲が進み、議会が市

民の代表機関として果たすべき役割はますます重要となっ

ている。

議会は、持てる権能を駆使し、議員間の自由闊達な議論を通

して、自治体事務の立案、決定、執行、評価における論点、

争点を市民に明らかにすることが第一の使命である。議会

は、公正性と透明性を確保し、積極的な情報の公開に努め、

市民に開かれた議会とするため、ここに長久手市議会基本

条例を制定する。

議会は、憲法に基づく地方自治制度の下、市民の意思を市政

に的確に反映させるため、二元代表制の一翼をなす重要な

議事機関としての 責任を担っている。

地方分権の推進により地方への権限移譲が進み、議会が市

民の代表機関として果たすべき役割はますます重要となっ

ている。

議会は、持てる権能を駆使し、議員間の自由闊達な議論を通

して、自治体事務の立案、決定、執行、評価における論点、

争点を市民に明らかにすることが 使命である。議会

は、公正性と透明性を確保し、積極的な情報の公開に努め、

市民に開かれた議会とするため、ここに長久手市議会基本

条例を制定する。

資料３



2

第 1章 総則

(目的)

第 1条 この条例は、市民の代表としての長久手市議会(以

下「議会」という。)の役割、議会及び長久手市議会議員(以

下「議員」という。)の活動原則等に関する基本的事項を定

めることにより、市民に分かりやすく開かれた議会の実現

と議会活動の充実を図り、市民福祉の向上と市勢の発展に

寄与することを目的とする。

第 2章 議会の活動原則

(議会の責務)

第 2条 議会は、行政運営について審議し、議決機関として

の責務を果たさなければならない。

第 1章 総則

(目的)

第 1条 この条例は、市民の代表としての長久手市議会(以

下「議会」という。)の役割、議会及び長久手市議会議員(以

下「議員」という。)の活動原則等に関する基本的事項を定

めることにより、市民に分かりやすく開かれた議会の実現

と議会活動の充実を図り、市民福祉の向上と市勢の発展に

寄与することを目的とする。

第 2章 議会の活動原則

(議会の責務)

第 2条 議会は、行政運営について審議し、議事機関として

の責務を果たさなければならない。



3

2 議会は、議会活動に関する情報発信を行うものとする。

3 議会は、市民の意思の反映に努めるものとする。

4 議会は、常に向上心を持ち、更なる議会改革を推進する

ものとする。

(議長の責務)

第 3条 議長は、議会を代表し、公正で民主的な議会運営に

努めなければならない。

(議決責任)

第 4 条 議会は、市の意思決定機関として議決責任を深く

認識し、その結果について市民に対し説明する責務を有す

るものとする。

2 議会は、議会活動に関する情報発信を行うものとする。

3 議会は、市民の意思の反映に努めるものとする。

4 議会は、常に向上心を持ち、 議会改革を推進する

ものとする。

(議長の責務)

第 3条 議長は、議会を代表し、公正で民主的な議会運営に

努めなければならない。

第 3条の 2 災害発生時等、議会と市長との調整が必要とさ

れる場合において、議長は議会を代表して必要な対応を行

う。

(議決責任)

第 4 条 議会は、市の意思決定機関として議決責任を深く

認識し、その結果について市民に対し説明する責務を有す

るものとする。
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第 3章 議員の活動原則

(議員の責務)

第 5 条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制機

関であることを十分認識し、積極的な発言、議論等を行うも

のとする。

2 議員は、一部の地域又は団体ではなく、市民全体への奉

仕者として活動するものとする。

3 議員は、市政について、市民の意見を把握するとともに、

第 3章 議員の活動原則

(議員の責務)

第 5 条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制機

関であることを十分認識し、積極的な発言、議論等を行うも

のとする。

2 議員は、一部の地域又は団体ではなく、市民全体への奉

仕者として活動するものとする。

3 議員は、市政について、市民の意見を把握するとともに、

（解説文）

議会の議決により市政の方向性が決定されることについて、

その責任を深く認識し、市民に対し説明する責務を定めていま

す。

（解説文の改正案）

議会の議決により市政の方向性が決定されることについて、

その責任を深く認識し、その結果及び審議過程並びに政策立案

の経緯について市民に対し説明する責務を定めています。

総合計画については、長久手市みんなでつくるまち条例の第

１７条２において、「総合計画における基本構想については、議

会の議決を経るものとします。」と議会の議決を定めています。
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的確な判断をするため、自己の資質向上に努めるものとす

る。

(会派)

第 6 条 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する

議員で結成し、活動するものとする。

(政務活動費)

第 7 条 議員は、長久手市議会政務活動費の交付に関する

条例(平成 13年長久手町条例第 8号)の規定により交付を受

けた政務活動費について、その適正な執行に努め、市民に対

して使途を公開し、その使途について説明責任を担うもの

とする。

的確な判断をするため、自己の資質向上に努めるものとす

る。

(会派)

第 6 条 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する

議員で結成し、活動するものとする。

(政務活動費)

第 7 条 議員は、長久手市議会政務活動費の交付に関する

条例(平成 13 年長久手町条例第 8号)の規定により交付を受

けた政務活動費について、その適正な執行に努め、市民に対

して使途を公開し、その使途について説明責任を担うもの

とする。

（解説文）

会派は、主義主張を同じくする議員により結成することがで

きます。本市議会においては２人以上の議員により会派を結成

することができます。

（解説文の改正案）

会派は、主義主張を同じくする議員により結成されます。本市

議会においては２人以上の議員により会派を結成することがで

きます。
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第 4章 市民と議会との関係

(市民参加及び市民との連携)

第 8 条 議会は、市民に対し積極的にその有する情報を発

信し、情報の共有を推進するとともに、その情報について説

明責任を十分果たすよう努めなければならない。

2 議会は、本会議、委員会及び協議又は調整を行うための

場を原則として市民に公開するものとする。

3 議会は、請願及び陳情を市民の政策提案と位置付け、そ

の審議及び調査に当たっては、提案者が説明及び意見を述

べる機会を保障するものとする。

4 議会は、議会活動を市民に伝え、市民と議員とが自由に

第 4章 市民と議会との関係

(市民参加及び市民との連携)

第 8 条 議会は、市民に対し その有する情報を発

信し 共有を推進するとともに、その情報について説

明責任を 果たすよう努めなければならない。

2 議会は、本会議、委員会及び協議又は調整を行うための

場を原則として市民に公開するものとする。

3 議会は、請願及び陳情を市民の政策提案と位置付け、そ

の審議及び調査に当たっては、提案者に対する敬意をもっ

て説明及び意見を述べる機会を保障するものとする。

3の 2 議会は、議会活動の状況を市民に伝えるよう努めな

ければならない。

3の 3 議会は、市民の意見及びその有する情報を把握する

よう努めなければならない。

4 第 8条第 3項の 2及び第 8条第 3項の 3の目的を達する
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意見及び情報を交換するための報告会を定期的に開催する

ものとする。

(令 3条例 14・一部改正)

第 5章 議会と行政との関係

(市長等との関係)

第 9条 議会は二元代表制の下、市長その他の執行機関(以

下「市長等」という。)との対等な関係を構築し、次に掲げ

るところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。

(1) 本会議における一般質問は、広く市政上の論点及び争

ため、議会は、意見交換会等を実施するものとする。

第 5章 議会と行政との関係

(市長等との関係)

第 9条 議会は二元代表制の下、市長その他の執行機関(以

下「市長等」という。)との対等な関係を構築し、次に掲げ

るところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。

(1) 本会議における一般質問は、広く市政上の論点及び争

（解説）

議会への市民参加と連携を促進するため、議会が持つ情報の

発信、本会議や委員会等の会議の公開、委員会審議において請願

及び陳情の提案者が説明や意見を述べる機会の保障をしていま

す。また、議会の報告会の定期的開催を定めています。

（解説文の改正案）

議会への市民参加と連携を促進するため、議会が持つ情報の

発信、本会議や委員会等の会議の公開、委員会審議において請願

及び陳情の提案者が説明や意見を述べる機会を保障していま

す。また、活動状況を広く市民に周知を図るとともに、市政に対

する市民ニーズを的確に把握することを目的に意見交換会、市

民アンケートなどを実施していきます。
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点を明確にするため、一問一答方式で行うものとする。

(2) 本会議及び委員会へ出席した市長等は、議長又は委員

長の許可を得て、議員の質問に対して反問することができ

る。

(資料の提出)

第 10 条 議会は、議案審議等に当たり市長等に対し必要に

応じて資料の提出を求めることができる。

(政策立案等)

第 11 条 議会は、市民福祉の向上のため、積極的な政策立

案及び政策提言に努めるものとする。

点を明確にするため、一問一答方式で行うものとする。

(2) 本会議及び委員会へ出席した市長等は、議長又は委員

長の許可を得て、議員の質問に対して反問することができ

る。

(資料の提出)

第 10 条 議会は、議案審議等に当たり市長等に対し必要に

応じて資料の提出を求めることができる。

2 前項の定めるところにより提出された資料は、議案審議

等を目的として提出されたものであることに鑑み、議員は

その取扱いに留意しなければならない。

(政策立案等)

第 11 条 議会は、市民福祉の向上のため、積極的な政策立

案及び政策提言に努めるものとする。

（解説文）

議会は、条例の目的である市民福祉の向上のため、政策立案及
（解説文の提案）
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第 6章 委員会の活動

第 12 条 委員会は、議案等の審議及びその所管に属する事

務の調査の充実を図ることにより、その設置目的が十分に

発揮されるよう活動を行うものとする。

2 委員長及び副委員長は、公平かつ公正な委員会運営に努

めなければならない。

第 7章 議員間討議の促進

第 13条 議会は、議員による討論の場であることを認識し、

議員相互間の討議を中心とした運営に努めるものとする。

2 議会は、本会議及び委員会において議員提出、委員会提

第 6章 委員会の活動

第 12 条 委員会は、議案等の審議及びその所管に属する事

務の調査の充実を図ることにより、その設置目的が十分に

発揮されるよう活動を行うものとする。

2 委員長及び副委員長は、公平かつ公正な委員会運営に努

めなければならない。

第 7章 議員間討議の促進

第 13条 議会は、議員による討議の場であることを認識し、

議員相互間の討議を中心とした運営に努めるものとする。

2 議会は、本会議及び委員会において議員提出、委員会提

び政策提言を積極的に行っていきます。 議会は、条例の目的である市民福祉の向上のため、政策立案及

び政策提言を積極的に行っていきます。
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出及び市長提出の議案並びに市民提案に関して審議し、結

論を出す場合、議員相互間において十分な討論及び議論を

尽くして合意形成に努めるとともに、その経過及び結果に

ついて市民への説明責任を十分に果たさなければならな

い。

第 8章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修の充実強化)

第 14 条 議会は、この条例の理念を議員間で共有するため、

一般選挙を経た任期開始後、速やかにこの条例に関する研

修を行わなければならない。

2 議会は、議員の資質及び政策形成能力の向上を図るた

め、積極的に議員の研修を実施するものとする。

出及び市長提出の議案並びに市民提案に関して審議し、結

論を出す場合、議員相互間において 議論を

尽くして合意形成に努めるとともに、その経過及び結果に

ついて市民への説明責任を 果たさなければならな

い。

第 8章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修の充実強化)

第 14 条 議会は、この条例の理念を議員間で共有するため、

一般選挙を経た任期開始後、速やかにこの条例に関する研

修を行わなければならない。

2 議会は、議員の資質及び政策形成能力の向上を図るた

め、積極的に議員の研修を実施するものとする。

（解説文）

本条例は、市民の代表としての議会の役割、議会及び議員の活

（解説文の提案）

本条例は、市民の代表としての議会の役割、議会及び議員の活
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(議会事務局の体制整備)

第 15 条 議会は、議会及び議員の政策形成及び立案機能を

高めるため、議会事務局の調査・法務機能の充実強化を図る

よう努めるものとする。

(議会事務局の体制整備)

第 15 条 議会は、議会及び議員の政策形成及び立案機能を

高めるため、議会事務局の調査・法務機能の充実強化を図る

よう努めるものとする。

2 事務局長その他の議会事務局職員は、議長が任免する。

動原則等に関する基本的事項を定めています。議員間でこの条例

の理念を共有するため 研修を行います。また、本市議会主催の研

修会を年 1回実施するとともに、各種研修へ積極的に参加してい

きます。

（解説文）

議会事務局は議会に関する事務を行っています。政策立案、提

言などを支援するため専門的知識、経験を有する者の配置、予算

の計上その他の必要な措置 を市長に求めることができます。

動原則等に関する基本的事項を定めています。議員間でこの条例

の理念を共有するため 研修を行います。また、本市議会主催の研

修会を年 1回以上実施するとともに、各種研修へ積極的に参加し

ていきます。

（解説文の提案）

議会事務局は議会に関する事務を行っています。議会事務局の

設置については、執行機関とは別に規定されており、事務局人事

については地方自治法第１３８条に定める通り、議長が任免権を

持ち、政策立案、提言などを支援するため専門的知識、経験を有

する者の配置、予算の計上その他の必要な措置を市長に求めるこ
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(議会図書室の設置)

第 16 条 議会は、議員の調査研究に資するため議会図書室

を設置し、図書の充実に努めるものとする。

(議会広報の充実)

第 17 条 議会は、議案の審議経過及び表決結果を市民に対

して議会だよりで公表するものとする。

2 議会は、市政に係る重要な情報を得た場合は、必要に応

じて市民に公表するものとする。

3 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活

用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持て

(議会図書室の設置)

第 16 条 議会は、議員の調査研究に資するため議会図書室

を設置し、図書の充実に努めるものとする。

第 16 条の 2 議会は、学識経験を有する者等による専門的

事項に係る知見を積極的に活用するものとする。

(議会広報の充実)

第 17 条 議会は、議案の審議経過及び表決結果を市民に対

して議会広報紙その他の手段で公表するものとする。

2 議会は、市政に係る重要な情報を得た場合は、必要に応

じて市民に公表するものとする。

3 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活

用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持て

とができます。
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るよう議会広報活動に努めるものとする。

第 9章 議員の政治倫理、定数及び議員報酬

(議員の政治倫理)

第 18 条 議員は、市民の代表として名誉及び品位を損なう

行為を慎み、また、その地位を利用して不正の疑惑を持たれ

るおそれのある行為をしない等、議員としての責務を正し

く認識し、議会の一員として、その使命の達成に努めなけれ

ばならない。

2 議員は、長久手市議会議員政治倫理条例(平成 22 年長久

手町条例第 8号)を規範とし、遵守しなければならない。

(議員定数)

第 19 条 議員定数は、効率的かつ能率的な議会運営の視点

からだけでなく、市民の代表である議会が、市民の意思を市

政へ十分に反映させることが可能となるように定められな

るよう議会広報活動に努めるものとする。

第 9章 議員の政治倫理、定数及び議員報酬

(議員の政治倫理)

第 18 条 議員は、市民の代表として名誉及び品位を損なう

行為を慎み、また、その地位を利用して不正の疑惑を持たれ

るおそれのある行為をしない等、議員としての責務を正し

く認識し、議会の一員として、その使命の達成に努めなけれ

ばならない。

2 議員は、長久手市議会議員政治倫理条例(平成 22 年長久

手町条例第 8号)を規範とし、遵守しなければならない。

(議員定数)

第 19 条 議員定数は、効率的かつ能率的な議会運営の視点

からだけでなく、市民の代表である議会が、市民の意思を市

政へ十分に反映させることが可能となるように定められな
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ければならない。

2 議会又は議員が議員定数を改正しようとする場合は、人

口、面積、財政力及び市の事業課題並びに類似団体における

議員定数との比較、市民又は学識経験を有する者からの意

見等により検討を行い、客観的な判断に基づき提案しなけ

ればならない。

(議員報酬)

第 20 条 議員報酬は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)

の趣旨を踏まえ、議員活動に専念できる制度的な保障、公選

としての職務や責任等を考慮し、別に条例で定める。

2 議会は、議員報酬の改正に当たっては、社会経済情勢及

び市の財政状況並びに類似団体における議員報酬との比

較、市民及び学識経験を有する者からの意見等により検討

を行い、客観的な判断に基づき提案しなければならない。

第 10 章 災害時の対応

ければならない。

2 議会又は議員が議員定数を改正しようとする場合は、人

口、面積、財政力及び市の事業課題並びに類似団体における

議員定数との比較、市民又は学識経験を有する者からの意

見等により検討を行い、客観的な判断に基づき提案しなけ

ればならない。

(議員報酬)

第 20 条 議員報酬は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)

の趣旨を踏まえ、議員活動に専念できる制度的な保障、公選

としての職務や責任等を考慮し、別に条例で定める。

2 議会は、議員報酬の改正に当たっては、社会経済情勢及

び市の財政状況並びに類似団体における議員報酬との比

較、市民及び学識経験を有する者からの意見等により検討

を行い、客観的な判断に基づき提案しなければならない。

第 10 章 災害時の対応
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第 21 条 議会は、大規模災害等の緊急事態が発生したとき

は、市民の生命、身体及び財産に関する安全及び安心を確保

するため、市長等と協力し、議会としての体制の整備を図る

ように努めるものとする。

第 11 章 見直し手続

第 22 条 議会は、一般選挙を経た任期中に、この条例の目

的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検

討するものとする。

2 議会は、前項の規定による検討の結果、議会関係条例等

の改正が必要と認められる場合は、適切な措置を講ずるも

のとする。

(令 3条例 14・一部改正)

第 21 条 議会は、大規模災害等の緊急事態が発生したとき

は、市民の生命、身体及び財産に関する安全及び安心を確保

するため、市長等と協力し、議会としての機能の保持を図る

ように努めるものとする。

第 11 章 見直し手続

第 22 条 議会は、一般選挙を経た任期中に、この条例の目

的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検

討するものとする。

2 議会は、前項の規定による検討の結果、議会関係条例等

の改正が必要と認められる場合は、適切な措置を講ずるも

のとする。

(令 3条例 14・一部改正)
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附則

この条例は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。

附則(令和 3年条例第 14 号)

この条例は、令和 3年 4月 1日から施行する。

附則

この条例は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。

附則(令和 3年条例第 14 号)

この条例は、令和 3年 4月 1日から施行する。



<ホームページ公開用・各委員の報告用＞

視察報告書（案）

令和６年○月○日

〇〇〇〇〇〇〇〇

１ 目的

２ 日程

３ 視察先

４ 視察者（同行者）

５ 視察報告

６ まとめ

資料４



長久手市議会委員会に関する条例

委員外議員改正案

(委員外議員)

第 5条の 2 常任委員又は議会運営委員若しくは特別委員でない議員であって、

正当な理由がある者は、委員外議員として委員会の審議に参加することができ

る。

2 委員外議員になろうとする者は、委員長に対し出席理由及び始期と終期を申

し出、委員会の同意を得なければならない。ただし、第 3条の 2第 1項及び第 3

条の 4第 3項に定める期間を超えて終期を申し出ることはできない。

3 委員外議員は、委員長の許可を得て委員外議員を辞任することができる。

4 委員外議員には第 13 条(定足数)、第 14 条(評決)について適用しない。

5 委員に関する第 15 条(委員長及び委員の除斥)、第 20 条第 2 項(秩序保持に

関する措置)、第 25 条第 1項(委員と公述人の質疑)は委員外議員に準用する。

(解説)

従来の委員外議員は主に「会派に属しない議員の代表者を議会運営委員会に

参加させる」手段として用いられてきた。これに加えて、欠席議員に代わり主に

同一会派内で審議に参加する仕組みの必要性が指摘され、併せて対応できる仕

組みとして起草した。

第２項の終期は「１日限り」から「委員の任期終了」までの範囲で設定できる。

第４項は委員の権利義務の中で委員外議員を除外するもの、第５項は委員の

権利義務の中で委員外議員に準用されるものを抽出している。

資料５




